
 

 

 

２０２０年１２月１日 
損害保険ジャパン株式会社 

 

「移動支援サービス専用自動車保険」を活用して 

福島県大熊町の共助型移動支援サービス実証事業をサポート 

～地方版ＭａａＳで東日本大震災の被災地復興を後押し～ 

 

損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：西澤 敬二、以下「損保ジャパン」）は、独立行政法

人都市再生機構（理事長：中島 正弘、以下「ＵＲ都市機構」）が支援する福島県大熊町の復興事業の

一環として、新しい交通システムである共助型移動支援サービス※の実証事業に、株式会社電脳交通

（代表取締役社長：近藤 洋祐、以下「電脳交通」）とともに参画し、「移動支援サービス専用自動車

保険（別名：「地域の移動を支える保険」）」を提供します。 

※ 町内で必要な移動について、バスやタクシー事業によって提供されない場合、町内在住者等が自家用車を 

用いて移動支援するサービスです。 

 

１． 背景・目的 

福島県大熊町は、２０１１年３月１１日の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原発事故により全

町域に避難指示が出され、町民の多くが今も県内外で避難生活を送っています。２０１９年４月１０

日に大川原地区および中屋敷地区の避難指示が解除され、当該地区を拠点とした住民生活を取り戻す

歩みを進めています。 

２０１９年４月の避難指示の一部解除後には、町運営の循環バスが運行し、町内公共交通の基幹が

整備されましたが、循環バスのバス停までの移動が困難な方、バスが運行していない時間帯に移動を

必要とする方に対する移動手段の提供が課題となっています。 

今般、大熊町は２０２０年３月公表の「大熊町交通まちづくりビジョン」に基づき、町内に住む

方・働く方が協力し合い、共助・互助の力で交通利便性を向上させるため、大熊町共助型移動支援 

サービスを検討するための実証事業を行います。 

 

２． 実証事業の概要 

バス・タクシー事業による移動手段が提供されない場所や時間帯に大熊町内を町民が移動する際、

ボランティアドライバーの自家用車を、電脳交通のコールセンターや配車システムを活用して配車し

ます。ボランティアドライバーの自家用車には、損保ジャパンの「移動支援サービス専用自動車保

険」が付帯されており、万が一の事故の際でも、ボランティアドライバー自身の自動車保険に優先し

て、保険金をお支払いするため、安心してボランティアにご協力いただけます。 

 

【実証日時】 ①２０２０年１２月１１日（金）・１２日（土） 

②２０２１年 １月２９日（金）・３０日（土） 

③２０２１年 ２月１９日（金）・２０日（土）※各日９時～１７時 

【運行エリア】大熊町内（ただし、立入許可が必要な区域は除く） 

【利 用 料 金】無料 



【利用対象者】大熊町民および町内在住者（要登録） 

【ドライバー】大熊町民および町内在住者（任意の登録ボランティア） 

 

３． 実証実験における役割 

大熊町 事業主体 

ＵＲ都市機構 事業統括、事業支援 

電脳交通 運行システム提供、その他運行管理支援 

損保ジャパン 「移動支援サービス専用自動車保険」の提供 

 

【事業スキーム図】 

 

 

４． 今後について 

損保ジャパンは、共助型の移動支援サービスをはじめとする地方版ＭａａＳの取り組みへの支援を

通じて、今後も地域が抱える社会的課題の解決に貢献していきます。 

 

以上 


